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１．災害時住民支え合いマップとは 

  災害時住民支え合いマップとは、日頃の支え合いを災害時に活用する為、 

自分たちの住む地域（アパート等も含まれます）の状況や住民について話し 

合い、情報共有を行う為のマップです。 

 作成の際は、辰野町社会福祉協議会（以下、「辰野町社協」とする）職員・

マップ作成サポーターがお伺いし作成のお手伝いをします。その際は辰野町

社協（電話・41-4500）までお問い合せ下さい。 

 

２．災害時住民支え合いマップの作成手順 

１）地域の組境を確認し、 

２）世帯主の氏名についても確認する。 

世帯主記入例 

 

 

         ⇒ 

※枠内に記入するスペースがある場合には、記入していただいても構いません。 

 

３）地区の要援護者について話し合う（赤赤いいペペンンをを使使っってて家家をを囲囲むむ） 

・高齢で災害時に何らかの援護が必要な方 

   （高齢者…高齢者との同居の世帯・一人暮らし高齢者・高齢者世帯） 

   ・障がい者(児)で災害時に何らかの援護が必要な方 

   ・外国籍住民で日本語でのコミュニケーションが取れない方 

   ・乳幼児又は未就学児のいる世帯（0 歳から 6 歳） 

   ・その他、災害時に何らかの援護が必要な方（妊婦等） 

 

  

※高齢者を○高 、障がい者を○障 、外国人を○外 という様に記入していただいて

も構いません。  ～清書した地図には凡例○高○障○外は記載されません～ 

 

 

 

辰野 

太郎 

辰野 

太郎 

次郎 

高齢者・・未記入でも可 
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４）支援者について話し合う（青青いいペペンンをを使使っってて家家のの上上にに○○ををすするる） 

◎支援者として考えられる人（皆さんで話し合ってみましょう。） 

・隣近所の方 

・要援護者や要援護者宅から依頼されている方 

・その時動ける方 等 

 

例 

  

 

 

５）地域の社会資源について 

   社会資源として記入するものは下記のものとして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊緑色にて表示されます 

 

６）地域の危険箇所について話し合いをする。（オオレレンンジジののペペンンでで印印ををすするる） 

・地域内の危険箇所について話し合い、危険箇所があれば、オレンジのペン

で破線を記入し、理由も明記する。（災害時・日常生活の危険箇所） 

①重機（小型のバックホー・トラクター等） 

 

②工具（チェーンソー、発電機等） 

 

③防災倉庫、枯れていない井戸 

 

④消防団員・奉仕団員 

 

⑤医療資格保持者（在宅で勤務されていない方） 

 例）医師、看護師など 

 

⑥介護資格者（勤務されていない方） 

 例）ホームヘルパー・介護福祉士・ケアマネジャー等 
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７）一時的に集まることができそうな避難場所（一時
いっとき

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

）について話し

合いをする（避難所へ行く前に、組・班内の安否などを確認する場所）。 

  隣組内の危険箇所を考慮し、できるだけ組内に避難場所を設けること。 

（緑緑色色ののペペンンででそそのの場場所所をを囲囲むむ・・・・□□ででもも可可） 

 

８）支援先について話し合う。 

  ・要援護者がいる場合（水水色色ののペペンンでで矢矢印印をを書書きき込込むむ） 

例 

  

※隣組内の危険箇所と一時避難場所を考慮して支援者を決めて下さい。 

 

９）地図の枠外にある空白に、作成年月日と作成責任者を記入して下さい。 

 例 

 平成 30 年 5 月 30 日 

 作成責任者 辰野花子 

 

※作成責任者は、基本的に作成時の隣組（班）長になります。隣組長が作成時

に欠席した場合は、作成の中心になった方の名前を記入し、隣組長に連絡して

下さい。 

  

 

 

３．災害時住民支え合いマップ見直しについて 

１）概略 

    辰野町社協では、区長会等を通して、災害時住民支え合いマップの見

直しについて説明をいたします。 

前年または前回作成したマップは、区・各耕地（常会）、組（班）長へ

配布してありますので、該当地域の皆さんで話し合いながら見直しを進め

て下さい。 
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表 1 マップ見直しの年間計画（目安） 

＊計画通りには無理かも知れませんので、都合のつく月で見直しをお願い

いたします。 

＊但し、６～８月は見直し作成区が多いために、お渡しするのに時間がかか

ることをご承知ください。 

＊世帯数の多い区は、随時見直しされたマップを辰野町社協窓口へ提出を

お願いいたします。 

＊窓口受付順に、マップ作成サポーターが修正した情報を反映させたマッ 

プを作成いたします。 

月 計画区 （目安） 

4 指定なし 

5 指定なし 

6 宮木区・赤羽区・小野区 

7 樋口区・小横川区  

8 平出区・北大出区 

9 宮所区・新町区 

10 羽場区・上島区 

11 上辰野区 

12 下辰野 

1 川島・沢底 

2 今村・唐木沢 

3 指定なし 

 

◇見直しを進める為のポイント 

１）地区の皆さんを集めて、見直し作業を行いましょう。 

・区、総代、組（班）長さんは、別紙開催通知をあらかじめ配布し、作業

を行って下さい。 

・見直しを行う際には、隣近所を誘い合って、会場へ向かいましょう。 

・万が一当日出席ができない家庭等がある場合には、あらかじめ聞取りし 

て、作業を行って下さい。 
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◆こんな機会を使って見直しをしてみてはいかがでしょうか？ 

   ・地域の総会、防災訓練、その他地域行事の前の時間 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ※見直しの際は、組（班）長さんを中心に見直しを行い、見直しが終わ

ったマップは総代（常会長）さんに提出して下さい。総代（常会長）

さんは、見直しの終わったマップを区へ提出し、区長さんは、辰野町

社協窓口へ提出をよろしくお願いいたします。 

 

２）地区の皆さんを集めての見直しが難しい場合は？ 

    組（班）長さんは、昨年度の支え合いマップを持参し、組（班）内の 

各戸を訪問し、マップと照らし合わせ要援護者、支援者、社会資源等の

確認作業を行って下さい。 

 

 

 

 

 

※見直しが終わったマップは総代さんや常会長さんに提出して下さい。総

代さんや常会長さんは、見直しの終わったマップを区へ提出し、区長さ

んは、辰野町社協への提出をよろしくお願いいたします。 
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通知例文 

平成  年  月  日 

 

○○耕地○組 各位 

 

○○耕地総代     

氏名         

 

災害時住民支え合いマップ見直しについて（参加のお願い） 

 

 ○○耕地にて、昨年見直した災害時住民支え合いマップを下記の日程で見直

しますので、隣近所誘い合って、参加してください。 

 お忙しい中ではありますが、よろしくお願い致します。 

 

記 

 

○開催期日     平成  年  月  日    ○○時～ 

 

 

○場  所     ○○コミュニティセンター会議室 

 

 

 

 

※当日は各組（班）ごと見直しますので、組（班）長は昨年配布した災害時住

民支え合いマップを持参して下さい。 

 

 

※筆記用具（マーカー）が必要な場合は、辰野町社会福祉協議会へ事前に 

必要セット数を申し出てください。 
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４．見直し手順 

１）地区の組境に変更があれば見直す（紫紫ののペペンンでで書書きき込込むむ） 

例   

変更前              変更後 

 
 

 

 

２）地区の要援護者について話し合う（赤赤いいペペンンをを使使っってて家家をを囲囲むむ） 

①新規に掲載する場合、下記の様な要援護者の方々の見直しについて、本 

人もしくは家族と話し合いの上、記入する。 

・高齢で災害時に何らかの援護が必要な方。 

   （高齢者…高齢者との同居の世帯・一人暮らし高齢者・高齢者世帯） 

・障がい者(児)で災害時に何らかの援護が必要な方 

   ・外国籍住民で日本語でのコミュニケーションが取れない方 

   ・乳幼児又は未就学児のいる世帯（0 歳から 6 歳） 

   ・その他、災害時に何らかの援護が必要な方（妊婦等） 

 

  ②前回までに掲載した要援護者について確認する。 

   ＊支援の必要がなくなった場合は、□に ×印をしてください 
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３）支援者について話し合う（青青いいペペンンをを使使っってて家家のの上上にに○○ををしし、、→→ををすするる） 

支援の必要がなくなった場合は□に×印をして、支援先の → にも×印を

してください 

例：新たに要援護者がいる場合は、要援護者宅に□、支援者宅に○、要援護

者と支援者宅に→を記載してください 

  

※要援護者宅に対し、支援者は２～３戸が望ましいです。 

※組（班）内全てを要援護者、支援者に記載されている例が散見されますが 

このマップは、災害時の緊急支援に活用しますので、援護が必要な方宅を 

□で表示をお願いいたします。 

 

４）地域の社会資源について 

  社会資源として記入するものは下記のものとして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５)地区の危険箇所について見直しをする。（オオレレンンジジののペペンンでで印印ををすするる） 

・地区内の危険箇所について話し合い、危険箇所があれば、オレンジのペン

で記入する。（災害時・日常生活の危険箇所） 

①重機（小型のバックホー・トラクター等） 

 

②工具（チェーンソー、発電機等） 

 

③防災倉庫、枯れていない井戸 

 

④消防団員・奉仕団員 

 

⑤医療資格保持者（在宅で勤務されていない方） 

 例）医師、看護師等 

⑥介護資格者（在宅で勤務されていない方） 

 例）ホームヘルパー・介護福祉士・ケアマネジャー等 
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６）一時的に集まることができそうな避難場所について見直しをする。 

  できるだけ組（班）内に避難場所を設けること。 

（緑緑色色ののペペンンででそそのの場場所所をを□□でで囲囲むむ） 

 

７）最後に支援先の確認をもう一度してください。 

例 

  

※隣組内の危険箇所と一時避難場所を考慮して支援者を決めて下さい。 

 

８）地図の枠外にある空白に、見直し年月日と作成責任者を記入して下さい。 

例 

 平成 30 年 4 月 1 日 

 見直し責任者 辰野花子 

 

※見直し責任者は、基本的に組（班）長になります。作成時に欠席した場合は、

作成の中心になった方の名前を記入し、組（班）長に連絡して下さい。 
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５．個人情報の取り扱いと地図への掲載同意について 

辰野町社会福祉協議会では、災害時要援護者に係る情報の取扱い方法とし 

て、国のガイドラインにより、住民参加型手上げ方式を採用しています 

 

 １）当マップに掲載されている要援護者及び支援者に関する情報は、マップ 

上へ要援護者本人及びその家族、支援者本人及びその家族が記入したこと

で同意とします。話し合い無く掲載することは止めて下さい。 

 

 ２）このマップは、個人情報が掲載されておりますので、マップの保管先は 

下記の方々に限定し、プライバシーの保護に努めて頂きます。 

   ・区長 

   ・常会長（耕地総代） 

   ・組（班）長 

 

６．災害時住民支え合いマップの活用方法 

   災害時住民支え合いマップを活用し、防災訓練時の避難誘導訓練に活用 

して下さい。 

 

・マップを基に避難誘導訓練を実施し、見直しの際の参考にして下さい。 

・避難誘導訓練を実施後、地域での課題について再度話し合いを行い、見直 

し時の参考としてください。 
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災害時住民支え合いマップ紛失届 

 

辰野町社会福祉協議会 

会長 赤羽 八洲男 様 

 

「災害時住民支え合いマップ」を下記の理由で紛失いたしました事をご報告

いたします。 

 

区名 区 地区名 常会・耕地 

組・班名 

紛失の理由 

 

平成   年   月   日 

 

届け出責任者         区 氏名            印 

 

連絡先：               
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報告書 例 

平成   年   月   日 

辰野町社会福祉協議会 

会長  赤羽 八洲男 様 

 

○○区長 氏名          

 

災害時住民支え合いマップ（ 作成・見直し ）報告書 

 

 平成  年度の災害時住民支え合いマップ（ 作成・見直し ）が完了しま

したので、報告します。 

 

地区名 ○○区 ○○耕地（常会） 

実施年月日  平成○○年 ○月 ○日 

実施主体 例 区・地域社協・自主防災隊 

実施方法 例 各戸が公民館に集まっての見直し 

メモ 
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災害時住民支え合いマップの授受及び旧マップの取扱いについて 

１．はじめに 

◇地区内の環境も変化がありますので、年に１回は見直しをしてください 

◇変更ない場合も、「変更なし」と記入し全ての組（班）が提出してくださ 

 い 

◇提出されたマップは、辰野町社協のマップ作成サポーターがデータを修正 

いたします。作業が完了し次第、各区へお届けいたします。 

◇旧マップに関しては、厳重に保管されます。 

 

２．データ更新の手順 

１）災害時住民支え合いマップ見直し後、速やかに辰野町社協窓口へ提出を 

お願いいたします。（世帯数が多い区については、区内全てのマップ更 

新の取りまとめが完了する前に、順次作成されたマップの提出に御協力 

をお願い致します。） 

２）辰野町社協の窓口へ提出の際に、授受される方の連絡先（電話・携帯番 

号）の明記をお願いたします。 

３）混み合っている場合は、約２～３週間は期間が必要となります。新マッ 

プ完成後に、ご連絡いたしますので辰野町社協窓口でお受け取りくだ 

さい。（授受書に署名・捺印をお願いします） 

４）マップ印刷枚数は下記の通りとなります。 

・区（区内全て）の保管分１部、 

・総代（担当地域）保管分１部、 

・常会長（担当地域）保管分１部、 

・組（班）長（担当地区）保管分１部を印刷します。 

５）マップ受取の際には、ご確認をお願いいたします。 

６）次年度役員の方に必ず、引き継ぎをお願いいたします。 

７）次年度見直し時には、組（班）長に配布されたマップにて見直し作業 

を行ってください。 

８）マップを紛失された場合は、辰野町社協へ速やかに届出てください。 

９）旧マップは、個人情報の観点から焼却ごみとして出さないでください。 

辰野町社協窓口へお持ち頂ければ、地域ごとに厳重に保管します。 

１０）マップ作成に関してのお問い合わせやご不明な点などありましたら、 

下記までお問い合わせください。 
 

辰野町社会福祉協議会 電話：４１－４５００ 担当：赤羽美香 


